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企
業
に
求
め
ら
れ
る
３
つ
の
取
組
み
と
は

人
権
Ｄ
Ｄ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

枠
組
み
と
位
置
づ
け

第Ⅰ章
【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
人
権
Ｄ
Ｄ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
企
業
に
人

権
方
針
の
策
定
、人
権
Ｄ
Ｄ
の
実
施
、救

済
を
求
め
る
。

●
実
行
に
移
す
た
め
の
前
提
と
し
て
、本

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
う
理
由
と
そ
の
範

囲
な
ど
を
議
論
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。

は
じ
め
に

２
０
２
２
年
９
月
、「
責
任
あ
る
サ
プ
ラ

イ
チ
ェ
ー
ン
等
に
お
け
る
人
権
尊
重
の
た

め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」⑴（
以
下
、「
本
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」ま
た
は「
Ｇ
Ｌ
」と
い
う
）が
日

本
政
府
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
。
ビ
ジ
ネ
ス

と
人
権
の
問
題
は
、
一
部
の
企
業
に
と
っ

て
は
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ス
ク
と
し
て
顕
在
化
し

て
い
る
が
、
多
く
の
企
業
に
と
っ
て
は
な

じ
み
が
少
な
い
だ
ろ
う
。
経
済
産
業
省
が

実
務
向
け
資
料
の
作
成
を
予
定
し
て
い
る

が（
Ｇ
Ｌ
１
・
１
）、
本
稿
に
お
い
て
は
、

筆
者
の
イ
ン
ハ
ウ
ス
弁
護
士
と
し
て
の
経

験
に
基
づ
き
、
主
に
企
業
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
担
当
者
向
け
に
、
実
務
体
制
の
構
築
の

ヒ
ン
ト
やTo do

を
検
討
し
た
い
。

な
お
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
日
系
お
よ
び

欧
州
系
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
で
イ
ン
ハ
ウ

ス
弁
護
士
と
し
て
勤
務
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス

体
制
の
構
築
等
の
経
験
を
有
し
て
お
り
、

本
稿
は
こ
れ
ら
の
業
務
等
で
得
た
知
見
に

基
づ
き
執
筆
し
て
い
る
が
、
本
稿
は
筆
者

個
人
の
意
見
で
あ
り
こ
れ
ら
の
企
業
等
の

見
解
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
Ⅰ
章
で
は
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
枠

組
み
を
確
認
し
た
う
え
で
、
企
業
と
し
て

の
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
位
置
づ
け
を
議
論

す
る
。
第
Ⅱ
章
で
具
体
的
な
組
織
体
制
や

タ
イ
ム
ラ
イ
ン
を
検
討
し
、
そ
の
他
の
実

務
的
な
ポ
イ
ン
ト
を
議
論
し
た
い
。

⑴　

２
０
２
２
年
９
月
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
行
動

計
画
の
実
施
に
係
る
関
係
府
省
庁
施
策
推
進
・
連
絡
会
議

h
ttps://w

w
w

.m
eti.go.jp/press/2022/09/

20220913003/20220913003.htm
l

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
求
め

る
企
業
対
応
の
枠
組
み

企
業
に
求
め
ら
れ
る
取
組
み
は
、
大
き

く
次
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。

①　
人
権
方
針
の
策
定

②　
人
権
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス（
人
権
Ｄ

Ｄ
）の
実
施

③　
救
済

そ
の
う
ち
、
②
人
権
Ｄ
Ｄ
は
、
さ
ら
に

次
の
４
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
有
し
て
い
る

（
Ｇ
Ｌ
２
・
１
）（
図
表
１
）。

「人権DDガイドライン」
への企業の実務対応

ビジネスにおける人権尊重をどう実践するか

兼子　良太弁護士・ニューヨーク州弁護士

特別 企 画
企業に求められる３つの取組みとは
人権DDガイドラインの枠組みと位置づけ
どのように実務に落とし込むか
人権DDガイドラインに即した体制整備と
進め方

第Ⅰ章

第Ⅱ章
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特別 企 画

「人権DDガイドライン」
への企業の実務対応

ビジネスにおける人権尊重をどう実践するか
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特別 企 画
企業に求められる３つの取組みとは
人権DDガイドラインの枠組みと位置づけ
どのように実務に落とし込むか
人権DDガイドラインに即した体制整備と
進め方

第Ⅰ章

第Ⅱ章

ⅰ　
負
の
影
響
の
特
定・評
価

ⅱ　
負
の
影
響
の
防
止・軽
減

ⅲ　
取
組
み
の
実
効
性
の
評
価

ⅳ　
説
明・情
報
開
示

⑴　
人
権
方
針
の
策
定

企
業
に
は
、
ま
ず
①
人
権
方
針
の
策
定

が
求
め
ら
れ
る
。「
人
権
方
針
」と
は
、
そ

の
人
権
尊
重
責
任
を
果
た
す
と
い
う
企
業

に
よ
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
。
経
営

ト
ッ
プ
を
含
む
経
営
陣
か
ら
企
業
内
外
へ

の
約
束
で
あ
り
、
社
内
関
係
部
門
の
知
見

や
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
対
話
を
踏
ま

え
て
作
成
さ
れ
る（
Ｇ
Ｌ
２
・
１
・
１
、３
）。

⑵　
人
権
Ｄ
Ｄ

次
に
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
心
で
あ

る
②
人
権
Ｄ
Ｄ
を
、
４
段
階
で
行
う（
Ｇ

Ｌ
２
・
１
・
２
）。

第
一
に
、
ⅰ
負
の
影
響
の
特
定
・
評
価

で
あ
る
。
企
業
が
人
権
ヘ
の
負
の
影
響
を

防
止
・
軽
減
す
る
に
は
、
ま
ず
自
社
が
関

与
し
ま
た
は
関
与
し
得
る
人
権
へ
の
負
の

影
響
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
自
社
の
事
業
活
動
を
把
握
し
た
う

え
で
、
リ
ス
ク
が
重
大
な
事
業
領
域
を
事

業
セ
ク
タ
ー
・
製
品
や
地
域
な
ど
の
視
点

で
絞
り
込
み
、
さ
ら
に
具
体
的
に
特
定
し

て
い
く
。
特
定
さ
れ
た
リ
ス
ク
は
、
自
社

の
関
与
度
や
深
刻
度
な
ど
を
評
価
し
て
踏

ま
え
た
う
え
で
、
対
応
の
内
容
や
優
先
順

位
づ
け
を
行
う（
Ｇ
Ｌ
４
・
１
）。

次
に
、
ⅱ
負
の
影
響
の
防
止
・
軽
減
を

行
う
。
対
応
は
自
社
の
関
与
度
に
よ
っ
て

異
な
る
。
自
ら
が
引
き
起
こ
し（cause

）

ま
た
は
助
長
し
て
い
る（contribute

）

負
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
防
止
・

軽
減
す
る
措
置
を
取
る
べ
き
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、
人
権
へ
の
負
の
影
響

に
対
し
て
自
社
の
事
業
・
製
品
・
サ
ー
ビ

ス
が
直
接
関
連
す
る（directly linked

）

場
合
に
は
、
影
響
力
の
行
使
や
支
援
の
実

施
等
に
よ
り
負
の
影
響
の
防
止
・
軽
減
に

努
め
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。
ポ
イ
ン
ト

は
、
単
に
取
引
停
止
等
に
よ
っ
て
自
社
と

人
権
侵
害
と
の
関
連
性
を
解
消
す
る
だ
け

で
は
不
十
分
で
あ
り
、
負
の
影
響
を
実
際

に
防
止
・
軽
減
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
る
こ
と
だ
ろ
う（
Ｇ
Ｌ
４
・
２
・
１
）。

ま
た
、
企
業
は
、
ⅲ
取
組
み
の
実
効
性

の
評
価
を
行
い
、
自
社
の
対
応（
負
の
影

響
の
特
定
・
評
価
、
防
止
・
軽
減
等
）を

継
続
的
に
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。
内
部
監
査
プ
ロ
セ
ス
の
一
項
目
に

位
置
づ
け
る
等
の
対
応
が
例
示
さ
れ
て
い

る（
Ｇ
Ｌ
４
・
３
）。

さ
ら
に
、
ⅳ
説
明
・
情
報
開
示
を
行
う
。

負
の
影
響
を
受
け
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

な
ど
へ
の
説
明
の
ほ
か
、
企
業
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
報
告
書
等

で
一
般
に
公
開
す
る
例
が
あ
る
。

⑶　
救
済
の
プ
ロ
セ
ス

最
後
に
、③
救
済
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

（図表１）　本ガイドラインが求める企業対応の枠組み

（出所）　本ガイドライン７頁の図をもとに筆者作成

人権方針

人権DD
負の影響の特定・評価
負の影響の防止・軽減
取組みの実効性の評価

説明・情報開示

救済

ステークホルダーとの対話
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企
業
が
人
権
へ
の
負
の
影
響
を
引
き
起
こ

し
、
ま
た
は
助
長
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
場
合
、
謝
罪
、
原
状
回
復
、

補
償
、
再
発
防
止
な
ど
の
救
済
が
行
わ
れ

る
べ
き
と
す
る
。
企
業
が
自
ら
ま
た
は
業

界
団
体
等
を
通
じ
て
行
う
場
合
の
ほ
か
、

国
家
が
救
済
を
行
う
場
合
も
あ
る
。

＊

こ
の
人
権
Ｄ
Ｄ
の
枠
組
み
は
、
国
連
指

導
原
則
⑵
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
多
国
籍
企
業
宣
言
⑶
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
多
国
籍
企
業
行
動
指
針
⑷

と

い
っ
た
国
際
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
基
づ
く
。

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
法
的
拘
束
力
を
持

た
な
い
。
適
用
対
象
は
、
国
内
の
す
べ
て

の
企
業
で
あ
る（
Ｇ
Ｌ
１
・
３
）。

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
企
業
が

尊
重
す
べ
き
と
さ
れ
る「
人
権
」は
国
際
的

に
認
め
ら
れ
た
人
権
を
指
す
。
具
体
的
に

は
、
強
制
労
働
や
児
童
労
働
に
服
さ
な
い

自
由
、
結
社
の
自
由
、
団
体
交
渉
権
、
雇

用
お
よ
び
職
業
に
お
け
る
差
別
か
ら
の
自

由
、
居
住
移
転
の
自
由
、
人
種
、
障
害
の

有
無
、
宗
教
、
社
会
的
出
身
、
性
別
・
ジ
ェ

ン
ダ
ー
に
よ
る
差
別
か
ら
の
自
由
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
取
り

上
げ
る
委
託
先
工
場
で
の
児
童
労
働
、
工

場
廃
水
に
よ
る
飲
料
水
の
汚
染
、
技
能
実

習
生
問
題
な
ど
の
事
例
が
わ
か
り
や
す

い
。
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
連
し
て
、
脆
弱
な
立

場
に
あ
る
人
た
ち
が
被
害
や
非
人
道
的
な

扱
い
を
受
け
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
問
題
に

な
り
や
す
い（
Ｇ
Ｌ
４
・
１
・
２
・
２
）。

人
権
尊
重
の
取
組
み
が
要
求
さ
れ
る
対

象
は
、
国
内
外
の
自
社
お
よ
び
グ
ル
ー
プ

会
社
、
な
ら
び
に「
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
等
」で

あ
る
。「
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
等
」の
範
囲
は
広

く
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
上
の
企
業
だ
け

で
な
く
そ
の
他
の
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
関
係
先

を
含
む
。
ま
た
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
と
は
上
流
だ
け
で
な

く
下
流
で
あ
る
販
売
・
消
費
・
廃
棄
等
の

関
連
先
も
含
む
。

⑵　
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
：
国
際
連
合

『
保
護
、尊
重
及
び
救
済
』枠
組
実
施
の
た
め
に
」

⑶　

Ｉ
Ｌ
Ｏ（
国
際
労
働
機
関
）「
多
国
籍
企
業
及
び
社
会
政

策
に
関
す
る
原
則
の
三
者
宣
言
」

⑷　
「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
多
国
籍
企
業
行
動
指
針
」２
０
１
１
年
改

訂本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
企
業

に
お
け
る
位
置
づ
け

次
に
、
企
業
が
ア
ク
シ
ョ
ン
に
移
す
た

め
の
前
提
を
議
論
し
て
お
こ
う
。

⑴　
な
ぜ「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」か
？

な
ぜ
、
い
ま「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」が
注

目
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

人
権
と

は
、
主
に
憲
法
や
社
会
問
題
な
ど
で
触
れ

ら
れ
る
言
葉
で
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
は
縁
遠
い

と
思
う
方
も
多
い
だ
ろ
う
。

端
的
に
い
う
と
、
企
業
に
と
っ
て
の
リ

ス
ク
が
増
し
て
い
る
か
ら
だ
。
２
つ
の
絡

み
合
う
リ
ス
ク
が
あ
る
。
第
１
に
、
社
会

的
責
任
に
関
わ
る
リ
ス
ク
や
、
レ
ピ
ュ

テ
ー
シ
ョ
ン
リ
ス
ク
だ
。
経
済
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
に
よ
り
世
界
が
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
で
結
ば
れ
、
日
本
の
企
業
活
動
が
地
球

の
裏
側
で
強
制
労
働
に
関
わ
っ
た
り
犯
罪

や
人
権
侵
害
に
用
い
ら
れ
た
り
す
る
事
態

が
生
じ
た
。
問
題
が
顕
在
化
す
れ
ば
消
費

者
の
不
買
運
動
や
炎
上
に
つ
な
が
り
か
ね

な
い
。

第
２
に
、
法
的
リ
ス
ク
だ
。
国
際
社
会

で
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
対
す
る
問
題
意
識

が
高
ま
り
、
企
業
に
人
権
尊
重
の
取
組
み

を
求
め
る
法
令
や
通
商
上
の
規
制
を
課
す

国
が
続
い
て
い
る
。
ウ
イ
グ
ル
産
綿
を
用

い
た
ユ
ニ
ク
ロ
の
衣
料
品
の
輸
入
を
米
国

が
差
し
止
め
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

⑵　
な
ぜ
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
っ

て
人
権
Ｄ
Ｄ
を
行
う
べ
き
か
？

前
述
の
よ
う
に
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は

法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
。
と
す
る
と
、

企
業
は
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
っ
て
人

権
Ｄ
Ｄ
等
の
取
組
み
を
行
う
か
否
か
を
ど

う
判
断
す
べ
き
か
。
た
と
え
ば
、
次
の
視

点
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

①　

社
会
的
責
任

第
１
に
、
社
会
的
責
任
の
視
点
だ
。
人

権
尊
重
や
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
価
値
観

と
し
て
掲
げ
る
企
業
が
多
い
よ
う
に
、
倫

理
的
な
判
断
が
人
権
Ｄ
Ｄ
を
行
う
根
拠
と

な
り
得
る
。
公
開
さ
れ
て
い
る
人
権
方
針

に
も
、
自
社
の
理
念
か
ら
論
じ
る
も
の
は

多
い
。
国
連
指
導
原
則
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
多
国
籍

企
業
宣
言
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
多
国
籍
企
業
行
動

指
針
等
に
定
め
ら
れ
る
責
任
を
果
た
す
べ

き
、
と
い
う
判
断
も
あ
る
だ
ろ
う
。

②　

自
社
の
経
営
リ
ス
ク

第
２
に
、
自
社
の
経
営
リ
ス
ク
の
視
点

だ
。
前
述
の
よ
う
な
社
会
的
・
法
的
リ
ス

ク
が
注
目
さ
れ
る
な
か
、
自
社
の
人
権
リ

ス
ク
を
把
握
し
な
い
ま
ま
に
事
業
を
続
け

る
こ
と
は
危
う
い
。
人
権
Ｄ
Ｄ
を
行
う
こ

と
は
、
リ
ス
ク
の
洗
出
し
と
早
期
対
応
を

可
能
に
す
る
。
国
際
的
に
事
業
を
展
開
す

る
企
業
に
お
い
て
は
、
他
国
の
法
制
⑸
へ

の
対
応
も
視
野
に
入
れ
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
ベ
ー
ス
に
人
権
Ｄ
Ｄ
の
体
制
を
整
え

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。た
だ
し
、

実
際
の
対
応
に
あ
た
っ
て
は
、
自
社
の
経

営
リ
ス
ク
の
軽
減
よ
り
、
人
権
状
況
の
改

善
を
優
先
す
る
必
要
が
あ
る（
Ｇ
Ｌ
末
尾

パ
ブ
コ
メ
表（
３
頁
）№
８
）。

③　

説
明
責
任

第
３
に
、
説
明
責
任
の
視
点
だ
。
も
し

自
社
が
人
権
へ
の
負
の
影
響
を
与
え
た
場

合
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
し
て
自
社

の
人
権
尊
重
へ
の
取
組
み
を
説
明
す
る
必

要
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
上
場
会
社

に
お
い
て
は
株
主
・
投
資
家
等
か
ら
本
ガ
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ど
の
よ
う
に
実
務
に
落
と
し
込
む
か

人
権
Ｄ
Ｄ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

即
し
た
体
制
整
備
と
進
め
方

第Ⅱ章

イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
っ
た
人
権
Ｄ
Ｄ
を
行
っ

て
い
る
か
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。

④　

積
極
的
な
事
業
戦
略

第
４
に
、
事
業
分
野
に
よ
る
が
、
積
極

的
な
事
業
戦
略
と
し
て
の
視
点
だ
。
人
権

に
関
す
る
事
業
・
通
商
の
ル
ー
ル
が
厳
格

に
な
っ
て
い
く
と
、
対
応
し
て
い
な
い
商

品
・
サ
ー
ビ
ス
の
使
用
・
販
売
が
規
制
さ

れ
た
り
、
人
権
対
応
の
優
れ
た
も
の
を
顧

客
・
消
費
者
が
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
り
す
る
だ
ろ
う
。
後
者
に
つ
い
て
は
、

２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の「
持
続
可
能
性
に
配
慮
し

た
調
達
コ
ー
ド
」⑹
や
パ
ー
ム
オ
イ
ル
に

関
す
る
Ｒ
Ｓ
Ｐ
Ｏ
認
証
⑺
が
好
例
だ
。
早

期
に
積
極
的
な
人
権
対
応
を
進
め
る
こ
と

は
、
他
社
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
と
の
差
別
化

要
因
に
な
り
得
る
。

⑸  

た
と
え
ば
、ド
イ
ツ
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
・
デ
ュ
ー
デ

リ
ジ
ェ
ン
ス
法
や
、
Ｅ
Ｕ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
サ
ス
テ
ナ

ビ
リ
テ
ィ
・
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
指
令
案
な
ど
。

⑹　

https://w
w

w
.2020gam

es.m
etro.tokyo.lg.jp/

sp
ecial/w

atch
in

g
/to

kyo
2

0
2

0
/g

am
es/

sustainability/sus-code/

⑺　

h
ttp

s://w
w

w
.w

w
f.o

r.jp
/activities/

basicinfo/3520.htm
l

⑶　
ど
こ
ま
で
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

従
う
べ
き
か
？

企
業
は
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
細
か
い
プ

ロ
セ
ス
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
は
、「
こ
れ
を
や
っ
て
お
け
ば

責
任
は
問
わ
れ
な
い
」と
い
う
発
想
の
、

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
方
式
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
手
順
書
で
は
な
い
。　

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
法
的
拘
束
力
は
な

く
、
目
的
は
人
権
尊
重
だ
か
ら
、
よ
り
人

権
保
護
に
資
す
る
手
法
が
あ
り
、
そ
れ
を

対
外
的
に
説
明
で
き
る
な
ら
ば
、
本
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
か
ら
細
部
で
逸
脱
し
て
も
問
題
な

い
と
思
わ
れ
る
。
同
様
に
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
プ
ロ
セ
ス
に
形
式
的
に
従
っ
て
も
、
人

権
へ
の
負
の
影
響
が
改
善
で
き
な
け
れ
ば
、

人
権
に
も
経
営
に
も
リ
ス
ク
が
残
る
。

国
際
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
や
本
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
は
、
人
権
Ｄ
Ｄ
な
ど
の
概
括
的
な
作
業

ス
テ
ッ
プ
は
定
め
る
も
の
の
、
具
体
的
な

取
組
内
容
は
、
各
社
の
状
況
に
基
づ
き
、

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
対
話
に
よ
っ
て

設
定
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
。
と
す
れ

ば
、
企
業
と
し
て
行
う
こ
と
は
、
無
味
乾

燥
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
手
続
を
増
や
す

こ
と
で
は
な
く
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と

の
対
話
を
持
ち
、
提
起
さ
れ
た
問
題
に
向

き
合
っ
て
対
応
す
る
こ
と
だ
と
い
え
る
だ

ろ
う（
後
記
第
Ⅱ
章「
企
業
側
の
進
め
方
の

ポ
イ
ン
ト
」⑴
も
参
照
）。

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
人
権
Ｄ
Ｄ
は
、経
営
陣
主
導
の
も
と
海

外
を
含
む
関
連
部
門
で
体
制
を
整
え
、

全
社
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
進
め
る
の

が
よ
い
。

●
画
一
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
手
続
の

遵
守
で
は
な
く
、ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

と
の
対
話
を
踏
ま
え
た
実
質
的
な
対
応

が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

組
織
と
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

本
章
で
は
、
企
業
が
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
対
応
す
る
た
め
の
組
織
体
制
や
タ
イ

ム
ラ
イ
ン
を
み
て
み
よ
う
。

⑴　
組
織
体
制

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
人
権
尊
重
の

取
組
み
に
は「
全
社
的
な
関
与
が
必
要
」と

さ
れ
る（
Ｇ
Ｌ
２
・
２
・
１
）。
取
組
み
を
立

ち
上
げ
る
段
階
と
、
継
続
的
に
取
り
組
む

段
階
に
分
け
、
組
織
体
制
を
検
討
し
て
み

よ
う
。

ま
ず
、
立
上
げ
段
階
で
は
、
多
様
な
社

内
部
門
の
参
加
と
多
く
の
タ
ス
ク
が
あ
る

た
め
、
経
営
陣
を
中
心
と
し
た
社
内
横
断

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
す
る
こ
と
が
効
果
的
と

思
わ
れ
る
。必
要
な
作
業
の
例
と
し
て
は
、

関
連
部
門
や
メ
ン
バ
ー
の
選
定
調
整（
後

記
⑵
も
参
照
）、
取
組
み
や
法
令
な
ど
の

情
報
収
集
、人
権
Ｄ
Ｄ
な
ど
の
活
動
内
容
・

計
画
の
立
案（
後
記
⑶
も
参
照
）、
社
内
規

則
や
業
務
フ
ロ
ー
の
整
備
、
ス
テ
ー
ク
ホ
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ル
ダ
ー
の
特
定
や
関
係
構
築
、
人
権
方
針

の
原
案
作
成
、
初
回
の
人
権
Ｄ
Ｄ
の
リ
ー

ド
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

具
体
的
な
取
組
内
容
は
個
々
の
ケ
ー
ス

や
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
協
議
で
変
わ

る
の
で
、
完
璧
な
プ
ロ
セ
ス
を
作
る
よ
り

は
、
リ
ス
ク
領
域
の
分
析
や
情
報
収
集
に

重
き
を
置
き
、
後
に
柔
軟
な
調
整
の
余
地

を
持
っ
て
お
く
ほ
う
が
実
際
的
だ
ろ
う
。

ま
た
、
継
続
段
階
で
は
、
経
営
陣
を
含

む
委
員
会
の
設
置
な
ど
、
継
続
的
に
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
チ
ー
ム
を
置
く

の
が
一
案
だ
ろ
う
。
継
続
段
階
の
タ
ス
ク

の
例
と
し
て
は
、
人
権
問
題
へ
の
対
応
の

意
思
決
定
、
人
権
Ｄ
Ｄ
な
ど
本
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
が
定
め
る
プ
ロ
セ
ス
を
回
す
こ
と
、

定
期
会
議
な
ど
に
よ
り
関
係
部
門
の
連
携

を
維
持
・
促
進
す
る
こ
と
、
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
と
の
関
係
強
化
等
が
考
え
ら
れ

る
。
専
任
の
担
当
者
や
担
当
部
門
を
置
く

企
業
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑵　
関
与
す
べ
き
社
内
部
門

で
は
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
た

チ
ー
ム
を
作
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

最
も
重
要
な
メ
ン
バ
ー
は
経
営
陣
だ
。

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
経
営
陣
の
主
体
性

を
強
く
要
求
し
て
い
る
。
実
務
的
に
も
、

意
思
決
定
や
社
外
へ
の
説
明
を
す
る
う
え

で
、
経
営
陣
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
欠
か

せ
な
い
だ
ろ
う
。

実
務
面
で
は
、
ま
ず
、
全
体
の
旗
振
り

役
と
な
る
部
門
が
あ
る
と
よ
い
。
経
営
企

画
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
や
Ｃ
Ｓ
Ｒ
、
総
務
等
の
統
括

機
能
を
持
つ
部
門
が
候
補
だ
ろ
う
か
。
事

務
局
と
し
て
実
務
を
回
す
だ
け
で
な
く
、

人
権
上
と
事
業
上
の
考
慮
の
バ
ラ
ン
ス
を

と
る
う
え
で
も
効
果
的
だ
ろ
う
。
も
し
人

権
Ｄ
Ｄ
の
実
務
が
特
定
の
部
門（
た
と
え

ば
調
達
）に
偏
っ
て
い
れ
ば
当
該
部
門
が

全
社
対
応
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
他
部
門
で
の
対
応
が
疎
か
に
な

ら
な
い
よ
う
な
議
論
が
必
要
だ
ろ
う
。

調
達
や
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
部
門
の
関

与
は
欠
か
せ
な
い
。
人
権
問
題
は
サ
プ
ラ

イ
チ
ェ
ー
ン
の
上
流
で
生
じ
る
こ
と
が
多

く
、
人
権
Ｄ
Ｄ
で
は
原
材
料
や
外
注
先
の

網
羅
的
な
把
握
が
必
要
だ
ろ
う
。
問
題
の

防
止
・
軽
減
段
階
で
は
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
等

と
協
議
し
た
り
、
と
も
に
改
善
を
行
う
必

要
も
生
じ
得
る
。

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の「
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
」は
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
・

消
費
・
廃
棄
等
と
い
っ
た「
下
流
」も
含
む

の
で
、
こ
れ
ら
に
関
わ
る
部
門
の
関
与
も

検
討
す
る
。
営
業
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
な

ど
、
顧
客
・
ユ
ー
ザ
ー
と
の
関
係
や
市
場

情
報
を
有
す
る
部
門
が
考
え
ら
れ
る
。

人
事
部
門（
海
外
の
現
地
人
事
部
門
か

も
し
れ
な
い
）の
関
与
も
必
要
な
こ
と
が

多
い
。
人
権
問
題
の
範
囲
に
は
、
強
制
労

働
・
児
童
労
働
や
職
場
・
採
用
で
の
差
別

な
ど
、
労
働
問
題
が
含
ま
れ
る
。
労
働
組

合
等
は
重
要
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
だ
。

法
務
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
の
関

与
も
有
益
だ
ろ
う
。
負
の
影
響
の
評
価
や

対
応
に
は
法
律
的
知
見
が
有
用
だ
。
サ
プ

ラ
イ
ヤ
ー
等
と
の
契
約
で
人
権
尊
重
や
人

権
Ｄ
Ｄ
へ
の
協
力
な
ど
を
義
務
づ
け
る
な

ど
、
法
務
的
な
対
応
も
考
え
得
る
。

内
部
監
査
部
門
は
実
効
性
評
価
等
の
プ

ロ
セ
ス
で
、
広
報
部
門
は
情
報
開
示
の
場

面
で
、
そ
れ
ぞ
れ
関
与
が
必
須
だ
ろ
う
。

そ
の
他
、
製
造
、
研
究
開
発
、
環
境
等

の
各
部
門
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

＊

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
期
待
値
を
踏
ま
え

る
と
、
経
営
者
の
視
点
か
ら
、
人
権
尊
重

の
た
め
に
い
か
な
る
メ
ン
バ
ー
お
よ
び
活

動
が
必
要
か
と
い
う
観
点
で
検
討
す
べ
き

と
考
え
る
。

な
お
、
海
外
事
業
に
関
す
る
体
制
は
検

討
と
労
力
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
海
外
事
業

の
運
営
態
様
は
各
社
各
様
だ
が
、
現
地
拠

点
や
地
域
統
括
会
社
の
独
立
性
が
高
け
れ

ば
、
そ
れ
ら
の
部
門
を
体
制
の
中
心
に
取

り
込
む
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

場
合
、
リ
ソ
ー
ス
が
不
足
し
が
ち
な
海
外

拠
点
に
丸
投
げ
し
な
い
な
ど
の
注
意
が
必

要
だ
ろ
う
。
逆
に
、
本
社
か
ら
海
外
事
業

へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
強
け
れ
ば
本
社
部

門
が
海
外
で
の
取
組
み
を
リ
ー
ド
す
る
体

制
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
現
地
の

状
況
や
考
え
を
本
社
が
き
ち
ん
と
把
握
す

る
、
本
社
の
方
針
や
意
向
を
現
地
チ
ー
ム

に
理
解
し
て
も
ら
う
、
な
ど
に
配
慮
す
べ

き
だ
ろ
う
。

な
お
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
末
尾
パ
ブ
コ

メ
表（
１
頁
）の
№
２
は
、
日
本
の
本
社
と

海
外
グ
ル
ー
プ
会
社
の
役
割
分
担
に
つ
い

て「
人
権
へ
の
負
の
影
響
に
最
も
効
果
的

に
対
応
す
る
方
法
は
何
か
と
い
う
視
点
か

ら
検
討
す
べ
き
」と
す
る
。

⑶　
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

よ
り
具
体
的
に
企
業
の
対
応
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
た
め
、
対
応
事
項
の
流
れ
と
相
関

関
係
を
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
の
一
例
と
し
て
示

し
て
み
よ
う（
図
表
２
）。
な
お
、
こ
の
タ

イ
ム
ラ
イ
ン
は
筆
者
の
限
ら
れ
た
経
験
に

基
づ
い
て
、
読
者
に
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

い
た
だ
く
だ
け
の
目
的
で
作
成
し
て
お

り
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
点
が
あ
れ
ば

お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。 

簡
単
に
ス
テ
ッ
プ
を
追
っ
て
み
よ
う
。

一
連
の
作
業
は
、
人
権
方
針
の
策
定
か

ら
始
ま
る
。
人
権
方
針
の
検
討
に
は
、
自

社
が
影
響
を
与
え
得
る
人
権
を
把
握
す
る

必
要
が
あ
る（
Ｇ
Ｌ
３
・
１
）が
、
事
前
に

人
権
Ｄ
Ｄ
を
行
う
必
要
は
な
い（
Ｇ
Ｌ
末
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尾
パ
ブ
コ
メ
表（
２
頁
）№
５
）。

こ
れ
に
続
き
、
人
権
Ｄ
Ｄ
の
う
ち
、
負

の
影
響
の
特
定
・
評
価
プ
ロ
セ
ス
を
行
う
。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
は「
定
期
的
に
繰
り
返
し
、

か
つ
徐
々
に
掘
り
下
げ
な
が
ら
行
う
べ
き
」

と
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

の
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
は
、
２
年
ご
と
と
い
う

示
唆
も
あ
る
⑻
。
ま
た
、
新
規
事
業
等
が

生
じ
た
ら
つ
ど
非
定
期
に
実
施
す
べ
き
と

も
さ
れ
て
い
る（
Ｇ
Ｌ
４
・
１
・
２
・
１
）。

負
の
影
響
の
防
止
・
軽
減
プ
ロ
セ
ス
に

つ
い
て
は
、
特
定
さ
れ
た
負
の
影
響
を
優

先
順
位
づ
け
し
、順
次
対
応
し
て
い
く（
Ｇ

Ｌ
２
・
２
・
４
、４
・
１
・
１
）。優
先
順
位
は
、

ま
ず
は
負
の
影
響
の
深
刻
度
の
高
い
も
の

を
優
先
し
、
次
に
蓋
然
性
を
考
慮
す
る
、

と
さ
れ
て
い
る（
Ｇ
Ｌ
４
・
１
・
３
）。

実
効
性
評
価
お
よ
び
説
明
・
情
報
開
示

は
、
監
査
や
報
告
書
作
成
等
の
既
存
の
各

社
の
業
務
に
依
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ

れ
る
。
こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
、
定
期
評

価
の
サ
イ
ク
ル
に
合
わ
せ
て
い
る
。

救
済
プ
ロ
セ
ス
は
、負
の
影
響
の
防
止
・

軽
減
と
関
連
し
て
進
む
こ
と
が
多
い
と
思

わ
れ
る
。

⑻　
「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
衣
類
・
履
物
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
責
任
あ

る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
た
め
の
デ
ュ
ー
・
デ
リ
ジ
ェ
ン

ス
・
ガ
イ
ダ
ン
ス
」

企
業
側
の
進
め
方
の

ポ
イ
ン
ト

以
下
で
は
、
企
業
側
の
進
め
方
に
つ
い

て
、
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
て
み
る
。

⑴　
「
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
対

話
」を
ど
う
行
う
か

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は「
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
と
の
対
話
」に
繰
り
返
し
言
及
し
て

い
る
。
わ
か
り
に
く
い
概
念
だ
が
、
具
体

的
な
タ
ス
ク
に
落
と
し
込
ん
で
み
よ
う
。

そ
も
そ
も
、「
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
」と

は
誰
だ
ろ
う
か
。
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は

「
企
業
の
活
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
又

は
そ
の
可
能
性
の
あ
る
利
害
関
係
者（
個

人
又
は
集
団
）」を
指
す
と
い
う（
Ｇ
Ｌ
２
・

１
・
２
・
３
）が
、
性
質
の
異
な
る
利
害
関

係
者
を
一
緒
く
た
に
し
て
い
る
印
象
も
受

け
る
。誤
解
を
お
そ
れ
ず
簡
略
化
す
る
と
、

次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①　
自
身
の
人
権
に
負
の
影
響
を
受
け
得

る
本
人
た
ち（
ラ
イ
ツ
ホ
ル
ダ
ー
）

②　
①
を
守
り
、人
権
状
況
を
改
善
し
よ

う
と
働
き
か
け
る
人
た
ち

③　
自
社
と
と
も
に
、人
権
へ
の
負
の
影

響
を
与
え
得
る
立
場
の
人
た
ち

海
外
の
調
達
先
工
場
で
の
長
時
間
労
働

を
例
に
取
る
と
、
①
は
現
地
労
働
者
、
②

は
労
働
組
合
・
労
働
者
代
表
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・

人
権
擁
護
者
、
現
地
政
府
・
地
方
自
治
体

な
ど
、
③
は
自
社
の
取
引
先
や
、
も
し
自

社
と
同
業
で
同
様
の
問
題
を
抱
え
る
企
業

が
多
け
れ
ば
業
界
団
体
、
な
ど
だ
ろ
う
。

で
は
、「
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
対

話
」と
は
、
具
体
的
に
、
誰
と
、
何
を
話

せ
ば
よ
い
の
か
。
３
つ
に
整
理
し
て
み
よ

う
。ま

ず
、ⅰ
情
報
収
集
や
問
題
の
特
定
だ
。

人
権
リ
ス
ク
の
特
定
段
階
に
お
い
て
、①
・

（図表２）　人権DDに関するタイムラインの例

人権方針 策定

定期評価

実効性
評価

実効性
評価

救済 救済

軽減・防止

定期評価

実効性評価

リスク特定・
評価

説明・
情報開示

リスク防止・
軽減

救済

非定期
評価

非定期の
説明・開示

サイクル１ サイクル2

定期的
開示

定期的
開示
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②
の
人
た
ち
か
ら
の
情
報
提
供（
苦
情
や

通
報
も
含
む
）は
、
解
決
す
べ
き
問
題
が

あ
る
こ
と
や
そ
の
状
況
を
端
的
に
示
し
て

く
れ
る
⑼
。
ま
た
、
③
の
人
た
ち
が
す
で

に
保
有
し
て
い
る
情
報
は
自
社
で
の
リ
ス

ク
特
定
に
も
有
用
だ
ろ
う
。

次
に
、
ⅱ
対
応
の
段
階
だ
。
①
・
②
の

人
た
ち
が
何
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
、

③
の
人
た
ち
が
何
を
で
き
る
の
か
、
に

よ
っ
て
、
負
の
影
響
の
防
止
・
軽
減
に
向

け
た
現
実
的
な
対
応
を
見
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
取
組
み
の
実
効
性
評
価

と
し
て
、①
・
②
の
人
た
ち
か
ら
の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
や
③
の
人
た
ち
の
対
応
状
況
を

踏
ま
え
て
、
対
応
を
改
善
・
変
更
し
て
い

く
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う（
Ｇ
Ｌ
４
・
３
）。

さ
ら
に
、
ⅲ
解
決
・
救
済
だ
。
人
権
尊

重
の
取
組
み
に
は「
こ
れ
を
や
れ
ば
よ
い
」

と
い
う
客
観
的
な
ゴ
ー
ル
が
な
い
こ
と
が

多
い
の
で
、
改
善
措
置
や
協
議
の
結
果
と

し
て
①
・
②
・
③
の
人
た
ち
の
納
得
に
至

る
こ
と
が
１
つ
の
ゴ
ー
ル
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と

の
対
話
は
、
人
権
に
関
す
る
取
組
み
の
入

口
と
ル
ー
ト
と
ゴ
ー
ル
を
具
体
化
す
る
の

に
役
立
つ（
図
表
３
）。

な
お
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
人
権
擁
護
者
等
と
あ

ま
り
対
話
を
持
っ
た
こ
と
が
な
い
企
業
も

あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
重
要
な
情
報
や

影
響
力
を
持
つ
こ
と
も
あ
り
、
適
切
な
関

係
を
持
つ
こ
と
は
有
益
だ
。
ど
の
よ
う
な

Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
対
話
す
べ
き
か
は
、
同
様
の

人
権
的
課
題
を
持
つ
他
企
業
や
同
業
者
団

体
の
例
を
参
考
に
し
た
り
、
Ｊ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ

の
よ
う
な
中
立
の
機
関
か
ら
情
報
・
助
言

を
得
る
こ
と
も
考
え
得
る
。

⑼　

そ
の
場
合
の
改
善
の
要
否
に
つ
い
て
Ｇ
Ｌ
４
・
４
お
よ

び
Ｇ
Ｌ
末
尾
パ
ブ
コ
メ
表（
４
頁
）№
11
）参
照
。

⑵　
人
権
方
針
の
策
定

人
権
方
針
の
策
定
に
は
、
次
の
５
項
目

が
要
件
と
さ
れ
て
い
る（
Ｇ
Ｌ
３
）。

①　
企
業
ト
ッ
プ
を
含
む
経
営
陣
の
承
認

②　
社
内
外
の
情
報・知
見
の
参
照

③　
関
係
者
へ
の
期
待
の
明
記

④　
一
般
へ
の
公
開
、社
内
外
へ
の
周
知

⑤　
社
内
の
事
業
方
針
、手
続
へ
の
反
映

こ
の
う
ち
、
①
企
業
ト
ッ
プ
を
含
む
経

営
陣
の
承
認
は
、
具
体
的
に
は
取
締
役
会

や
そ
の
他
の
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
会
議
体
の
決

議
で
決
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
②
社
内
外
の
情
報
・
知
見
の
参

照
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
社
内
各
部
門
か

ら
情
報
を
収
集
し
、
自
社
事
業
を
包
括
的

に
把
握
す
る
の
が
実
務
的
だ
ろ
う
。
自
社

事
業
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
上
流
・
下

流
の
詳
細（
原
材
料
・
製
品
、
関
与
す
る

地
域
、
取
引
先
・
ユ
ー
ザ
ー
等
）や
既
知

の
問
題
・
通
報
事
例
な
ど
に
つ
い
て
は
、

一
定
レ
ベ
ル
の
情
報
が
あ
る
は
ず
だ
。
人

権
の
観
点
で
情
報
が
整
理
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
、
必
要
な
情
報
を
き
ち
ん
と
示
し

た
り
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
り
漏
れ
を
な
く

す
こ
と
が
有
益
だ
ろ
う
。

社
外
か
ら
も
情
報
を
集
め
る
。
業
界
状

況
や
原
料
・
調
達
国
の
事
情
等
の
情
報
収

集
が
例
示
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
重
要
な

の
は
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
の
情
報
だ

ろ
う
。
実
際
的
な
問
題
に
関
す
る
情
報
を

効
率
的
に
入
手
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（図表３）　ステークホルダーとの対話の進め方の一例（本文中の例に基づく）

情報収集、
リスク特定 対応 解決・救済

①自身の人権に負の影響を受け得る本人たち

③サプライヤー等、同業者団体など

情
報
提
供
、
苦
情

ヒ
ア
リ
ン
グ
等

情
報
の
相
互
提
供

共
同
対
応 

等

合
意
・
納
得

対
応
内
容
の
合
意 

等

対
応
要
求
、
提
案

②現地政府、労働組合、NGOなど

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
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特別 企 画

③
・
④
・
⑤
は
、
人
権
方
針
を
実
行
に

移
す
た
め
に
社
内
外
の
協
力
を
得
る
こ
と

を
担
保
す
る
た
め
の
要
件
と
い
え
る
。
社

内
に
対
し
て
は
、行
動
指
針
等
へ
の
反
映
、

研
修
、
資
料
配
布
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
人
権
尊
重
の
取
組
み
の
当
初
に
お

い
て
は
、
人
権
尊
重
の
意
識
を
社
内
で
浸

透
さ
せ
、
リ
ス
ク
の
見
落
と
し
を
減
ら
す

こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。社
外
に
対
し
て
は
、

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
で
公
開
す
る
ほ
か
、
サ

プ
ラ
イ
ヤ
ー
等
へ
の
協
力
依
頼
や
調
達
方

針
等
へ
の
反
映
等
が
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
経
済
産
業
省
等
の
ア
ン
ケ
ー
ト
⑽

に
よ
れ
ば
、
回
答
企
業
の
う
ち
69
％
が
人

権
方
針
を
策
定
済
み
と
の
こ
と
だ
が
、
筆

者
が
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
①
か
ら
⑤
を

満
た
す
こ
と
が
読
み
取
れ
る
例
は
ま
だ
多

く
な
い
。
す
で
に
本
格
的
な
人
権
方
針
を

策
定
・
開
示
し
て
い
る
企
業
の
例
を
み
る

と
、
人
権
を
尊
重
す
る
旨（
国
際
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
の
遵
守
を
含
む
）、
人
権
Ｄ
Ｄ
の

実
施
、
救
済
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の

連
携
、
情
報
開
示
な
ど
に
つ
い
て
、
方
針

を
端
的
に
述
べ
る
も
の
が
多
い
。
他
方
、

自
社
の
実
態
に
即
し
た
具
体
的
な
人
権
リ

ス
ク
に
つ
い
て
言
及
す
る
企
業
は
、
ま
だ

少
数
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、

未
策
定
の
企
業
が
焦
る
必
要
は
な
い
一
方

で
、
策
定
済
み
の
企
業
も
充
実
化
の
余
地

を
検
討
し
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

プ
ロ
ー
チ
を
補
完
す
る
の
が
、
リ
ス
ク
の

高
い
問
題
の
情
報
を
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

か
ら
一
足
飛
び
に
得
る
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
。

現
地
政
府
・
公
的
機
関
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
は
、

人
権
問
題
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
・
デ
ー

タ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、

苦
情
通
報
は
自
身
の
人
権
に
負
の
影
響
を

受
け
て
い
る
本
人
か
ら
の
直
接
の
情
報
提

供
を
可
能
に
す
る
。
具
体
的
な
問
題
状
況

の
特
定
に
は
、
現
地
訪
問
し
て
実
地
調
査

を
行
っ
た
り
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
り
す
る
な
ど
の
重
点

的
な
措
置
が
効
果
的
だ
ろ
う
。
情
報
収
集

の
姿
勢
と
し
て
は
、
細
か
い
問
題
を
完
璧

主
義
的
に
探
す
の
で
は
な
く
、
大
き
な
問

題
に
確
実
に
対
処
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
が
重
要
だ
ろ
う
。

⑷　
対
応
方
法
と
そ
の
決
定

人
権
へ
の
負
の
影
響
が
実
際
に
生
じ
た

場
合
、
こ
れ
を
防
止
・
軽
減
す
る
措
置
を

取
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
の
対
応

は
、
前
述
の
と
お
り
自
社
の
関
与
レ
ベ
ル

に
よ
っ
て
異
な
る
。
対
応
の
方
法
は
事
案

ご
と
の
個
別
性
が
高
い
の
で
、
現
段
階
で

や
る
べ
き
こ
と
は
、
社
内
の
体
制
・
ル
ー

ル
整
備
や
、
リ
ス
ク
が
高
い
と
特
定
さ
れ

た
事
業
領
域
の
事
前
調
査
な
ど
だ
ろ
う
。　

負
の
影
響
の
防
止
・
軽
減
に
関
す
る
優

先
順
位
や
対
応
方
法
は
、
会
社
と
し
て
の

兼子　良太（かねこ・りょうた）
弁護士・米国ニューヨーク州弁護士
2006年東京大学法学部卒業、2011年弁護士登
録（旧64期）、2015年米国ニューヨーク大学ロー
スクール卒業、2016年米国ニューヨーク州弁
護士登録。2006年〜 2018年日系メーカー法務
部および同米国子会社勤務、2019年〜現在外
資系製薬企業勤務。

意
思
決
定
や
情
報
開
示
を
伴
う
の
で
、
報

告
や
意
思
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
定
め
て
お

く
の
も
有
益
だ
ろ
う
。
事
業
イ
ン
パ
ク
ト

の
あ
る
決
定
を
す
る
場
合
は
、
被
害
者
の

人
権
に
関
す
る
考
慮
と
会
社
と
し
て
の
経

営
・
事
業
の
考
慮
と
を
同
時
に
考
え
る（
そ

し
て
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
前
者
の
ほ
う

が
優
越
す
る
）の
で
、
た
と
え
ば
人
権
尊

重
の
責
任
者
と
事
業
の
責
任
者
の
両
方
を

協
議
に
加
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

⑽　

経
済
産
業
省
・
外
務
省「『
日
本
企
業
の
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
人
権
に
関
す
る
取
組
状
況
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
』集
計
結
果
」２
０
２
１
年
11
月

　
⑶　
人
権
Ｄ
Ｄ
に
お
け
る
情
報
収
集

人
権
へ
の
負
の
影
響
を
特
定
・
評
価
す

る
に
は
、
自
社
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
等

に
つ
い
て
情
報
収
集
し
、
全
体
像
を
把
握

す
る
必
要
が
あ
る
。
情
報
収
集
に
つ
い
て

は
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
４
・
１
・
１
柱
書

き
お
よ
び
４
・
１
・
２
・
３
で
多
少
触
れ
る

の
み
だ
が
、
多
く
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を

扱
う
企
業
ほ
ど
負
担
が
大
き
い
。

た
と
え
ば
、
原
材
料
・
製
品
の
内
容
、

流
通
経
路
、
関
係
地
域
、
取
引
先
・
ユ
ー

ザ
ー
の
概
要
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

前
掲
の
経
済
産
業
省
等
の
ア
ン
ケ
ー
ト

に
よ
れ
ば
、
人
権
Ｄ
Ｄ
を
す
で
に
実
施
し

て
い
る
企
業
の
う
ち
、
間
接
仕
入
先
ま
で

実
施
し
て
い
る
企
業
は
約
25
％
、販
売
先
・

顧
客
ま
で
実
施
し
て
い
る
企
業
は
約
10
〜

16
％
だ
。
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は「
サ
プ

ラ
イ
ヤ
ー
等
」の
範
囲
と
し
て
、
直
接
の

取
引
先
に
限
ら
ず
、
ま
た
販
売
先
等
の
下

流
も
含
む
の
で（
Ｇ
Ｌ
１
・
３
）、
前
記
の

間
接
仕
入
先
を
人
権
Ｄ
Ｄ
の
範
囲
に
含
め

る
必
要
も
生
じ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
間

接
的
な
取
引
先
や
ユ
ー
ザ
ー
の
情
報
は
秘

密
保
持
等
の
理
由
で
入
手
で
き
な
い
場
合

も
あ
る
。

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
順
に
た
ど
る
ア


